（令和４年７月13日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和４年７月13日（水）午後３時50分から午後４時15分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号（８番、16番は欠番）
１番　奥野　清一　　　　　　　　　　　　　２番　溝口　透（農政企画委員長）

３番　冨田　順治　　　　　　　　　　　　　４番　中東　敬夫
５番　北野　紀美子　　　　　　　　　　　　６番　田伏　隆雄（農地調整委員長）
７番　奥野　隆雄（会長）　　　　　　　　　９番　木邨　公重
10番　西尾　晴雄　　　　　　　　　　　　  11番　中橋　弘
12番　小野　信次　　　　　　　　　　　　  13番　川口　茂明
14番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　  15番　金谷　伸太郎
17番　南　昌男（会長職務代理者）
４　欠席委員（０名）

５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　報告第17号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について
第２　報告第18号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第３　報告第19号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
第４　報告第20号　現況証明願について
第５　報告第21号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
７　農業委員会事務局職員

　  事務局長代理　津川　育大　　　　　　　　　　　職員　　　阪本　一彦
　　職員　　　田中　直樹

８　議長　会長　奥野　隆雄
９　会議の概要
（　午後３時50分　開会　）
　議長（奥野会長）　みなさん、こんにちは。
定刻前ですが、皆さんおそろいでございますので、ただいまより７月の農業委員会総会を始めさせていただきたいと思います。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
報告第17号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第17号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第17号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は明和地区と小路地区との区域付近にございます蔵王池のすぐ西側の農地でございます。本件は６月２日に受付を行い、６月14日に地区担当委員に随行し、現地確認を行い、６月28日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件は転用漏れ案件でございます。経過といたしまして、時期は不明ですが、駐車場に転用した際に、農地法の届出を失念しておられたとのことから経過書を徴取しております。
本件については一部転用でございまして、駐車場部分についての固定資産税は、すでに宅地並み課税となっております。残りの農地部分については、良好に耕作されているものと思われます。

（報告第17号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は国道１号線と寝屋川導水路が交差するところ、すぐ南側の農地でございます。
本件は６月８日に受付を行い、地区担当委員に随行し、６月14日に現地確認をし、６月23日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
自宅敷地の一部で自家用車の駐車場として使用しているとのことで、本件は転用漏れ案件でございます。昭和50年頃に宅地へと造成しており、農地法の届出を見落としていたとのことから経過書を徴取しております。
（報告第17号　件番３朗読）
件番３につきまして、場所は池田地区の市立桜小学校より東側へ進んだころにございます、池田２号公園のすぐ南側の農地でございます。
本件は６月15日に受付を行い、地区担当委員に随行し、６月21日に現地確認をし、６月23日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件は転用漏れ案件でございます。転用時期は不明とのことですが、宅地造成しており、農地法の届出を見落としていたとのことから、始末書を徴取しております。
申請者は、すでに別のところに住んでおり、こちらの宅地を売買するに際して、地目が田となっていることが発覚したものです。
（報告第11号　件番３朗読）
件番３につきまして、場所は国道１号線沿いの鳥飼仁和寺大橋のすぐ西側の農地でございます。
本件は５月11日に受付を行い、地区担当委員に連絡の上、５月17日に現地確認をし、５月27日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件は転用漏れ案件でございます。令和４年１月に無断で駐車場へと宅地造成しており、農地法の届出を見落としていたとのことから、始末書を徴取しております。
宅地造成に際しては、隣接農地等に雨水排水が流れ込まないように、Ｕ字側溝を設置し、排水すると聞いており、請書も徴取しております。
続いて、件番４及び５については、関連した案件であり、後ほど「生産緑地に係る農業の主たる従事者証明」と「現況証明願」においても同一申請者の案件が出ていることから、すべての報告が終わった後にまとめてご説明いたします。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　 ただいま、事務局から説明があったとおりでございます。
　議長　　　　　　 ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　 ただいま、事務局から説明があったとおりでございます。
　議長　　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番３について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　　ただいま、事務局から説明があったとおり、届出人は住民票の届出地はここになっておりますが、近隣に住んでおられるようです。
　議長　　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第18号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　報告第18号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第18号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は、たち川と第二京阪道路が交差するところ、寝屋神社の北東側の農地でございます。
本件は５月19日に受付を行い、地区担当委員と調整のうえ、同日、事務局にて現地確認し、６月２日に会長専決により届出を受理したものです。
譲受人は、本届出地に隣接した北側の住宅に住んでおり、自宅への進入路及び駐車場へと転用する予定です。
排水については、南東側の雨水桝に放流するとのことから、排水計画等は問題ないものと思われます。
現況は画面の通りでございます。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　 事務局から説明があったとおりですが、自宅への進入路が狭いことから、進入路の拡幅と自動車を１台駐車するということです。
　議長　　　　　　 ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようでございますので、次に報告第19号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　報告第19号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、ご説明申し上げます。
本証明につきましては、生産緑地の主たる従事者が死亡あるいは身体の病気等の故障により耕作を継続することが不可能になり、市へ生産緑地の買取り申出を行うにあたり、当該人が農業の主たる従事者であったことを証明したものでございます。
（報告第19号　件番１朗読）
件番１につきましては、先ほどご説明させていただいたとおり、すべての報告が終わりましたら、一括でご説明いたします。
　議長　　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、後ほど一括してご説明しま
す。
次に報告第20号　現況証明願について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　報告第20号　現況証明願について、ご説明申し上げます。
（報告第20号　件番１朗読）
　　件番１につきましては、先ほどご説明させていただいたとおり、すべての報告が終わりましたら、一括でご説明いたします。
　議長　　　　　　　件番１につきましては、先ほどご説明させていただいたとおり、すべての報告が終わりましたら、一括でご説明いたします。
次に報告第21号　使用目的変更承認願に係る専決報告について、事務局
説明願います。
　事務局　　　　　　報告第21号　使用目的変更承認願に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
この使用目的変更承認願については、田や畑の耕作地に農業用倉庫を建築する際には承認願を提出いただいているものです。
農地法では特に農業用倉庫の建築の承認願の規定はされておらず、本市農業委員会が独自に提出を求めているものです。
（報告第21号　件番１朗読）
　　　　　　　　  本件は６月６日に受付を行い、既に６月に地区担当委員と現地調査を行っておりましたので、改めて現地確認はせず、６月27日に会長専決により承認したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
（報告第21号　件番２朗読）
件番２について、場所は交野市との市域界付近の打上元町の住宅街の中の農地でございます。
特定生産緑地の指定に際して、農業委員会へ農業用倉庫建築の届出がなかったため届出があったものです。
本件は６月16日に受付を行いました。地区担当委員である農地調整委員長に連絡の上、現地調査を行い、６月27日に会長専決により承認したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　  ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員より報告をお願いします。
　地区担当委員　　　事務局から説明があったとおりでございます。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員から報告をお願いします。
　地区担当委員　　何年も前から建築されていました。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、本日の議事案件は以上でございます。
　　　　　　    　次に事務局、連絡事項等ございますか。
　事務局長代理　　行事予定表について説明。
　議長　　　　　　以上をもちまして、７月度の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後４時15分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和４年７月13日
寝屋川市農業委員会
会　　長　　奥　野　隆　雄
署名委員　　　　　　　　　　　　
署名委員　　　　　　　　　　　　
　
　
